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建設業においては「適切な保険」に加入していないと現場入場ができないという状況です。しかしながら、事業所の

形態等により、加入すべき保険が違います。自社が加入すべき保険について整理をしていきましょう。

※本ニュースを無断で複製または転載することを禁じます。
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建設業の適切な社会保険②

建設業の労災保険

事業主の労災は？

特別加入制度とは？

◆次回以降、各保険について解説していきます！

労災保険とは、従業員の仕事中または通勤途中のケガ等に対して、必要な保険給付を行う制度のことで、従業員が１人でも
いれば、事業主が保険料を負担します。しかしながら建設業においては、一般の労災保険とは異なり、その建設工事の元請業
者が加入する保険により、元請け業者の労働者および下請労働者の労災をカバーします。いわゆる元請一括労災といいます。

労災保険とは、労働者災害補償保険といい「労働者」
のみが対象となります。いくら、同じ現場で働いていたと
しても、中小企業の事業主や一人親方は、事業主と
なるため、元請の労災を使うことができません。
そのため「特別加入」といい、保険料を自ら納めることで、
従業員と同じ労災保険の給付を受けることができるのです。

特別加入制度は、一人親方が加入する特別加入と、
労働者を常時雇用する事業主が加入する中小事業
主用の特別加入の２種類があります。
手続きに関しては、いずれも単独で労働基準監督署
での手続きは出来ず、労働保険事務組合を通して
手続きをします。

給付日額

労働者の労災保険の場合、業務上のケガでお休みをする
場合、その労働者の賃金をもとに給付金額が算定されます
が、特別加入者の場合は、給付基礎日額といい、自分で
金額を決めることができます。
１日あたり3,500円から25,000円の中で選べ、日額が
高くなればなるほど保険料は高くなりますが、その分、補償
も多くなります。

給付基礎日額 一人親方
中小企業

建築（既設除く） 既設建築設備工事

25,000 164,250 86,688 109,500 

24,000 157,680 83,220 105,120 

22,000 144,540 76,285 96,360 

20,000 131,400 69,350 87,600 

18,000 118,260 62,415 78,840 

16,000 105,120 55,480 70,080 

14,000 91,980 48,545 61,320 

12,000 78,840 41,610 52,560 

10,000 65,700 34,675 43,800 

9,000 59,130 31,208 39,420 

8,000 52,560 27,740 35,040 

7,000 45,990 24,273 30,660 

6,000 39,420 20,805 26,280 

5,000 32,850 17,338 21,900 

4,000 26,280 13,870 17,520 

3,500 22,986 12,131 15,330 

元請会社の労災が使えるのは〇印の労働者だけです
×の方は特別加入対象者

特別加入【年間保険料（円）】


